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-------------------------------------------------------------------------------------- 
１．第９回復興推進委員会が開催 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 復興庁は４月２５日(木)に「第９回復興推進委員会」を開催し、配付資料等をホームページに
公表しました。 
 http://www.reconstruction.go.jp/topics/925425.html 
  
 議事のうち、「新しい東北の創造に向けた共通課題について」では、今後の復興に向けた現状と
共通課題が挙げられ、これらの課題を踏まえた検討の方向（案）が以下のとおり挙げられています。 
 
１.現状と共通課題 
 （１）人材不足・リソース（ネットワーク・資金）不足 
 （２）ボランティア活動や民間企業による復興支援の課題 
 （３）公的な主体と民間企業やＮＰＯなどの主体との連携強化 
 
２．検討の方向性（案） 
 ○「新しい東北」の担い手の発見・育成に向けた効果的な取組みの検討。被災地域の事業者の 
  再建と共に、新たな起業者を呼び込む仕組みの構築。 
  喪失した事業活動を再生するために必要な民間事業者、投資資金、それを支える様々なネッ 
  トワークの構築。 
 ○企業や財団等の公益的ファンドの有効活用・規模拡大に向けた仕組みづくり。被災地の遊休 
  資産の活用策の検討。 
 ○民間企業による被災市町村等への人的派遣等の拡充に向けた、官民一体となった復興人材派 
  遣のためのプラットフォームの構築。 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
２．復興庁が「鵜住居川・片岸海岸の防潮堤事業をモデルケースとする用地取得の迅速化の取組 
  について」を公表 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 復興庁は４月２６日（木）に「鵜住居川・片岸海岸の防潮堤事業をモデルケースとする用地取
得の迅速化の取組について」を公表しました。 
 http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_203.html 
  
 これは被災地復興に向けた用地取得に係る具体的な課題の解決策を実地に検討する観点から、
所有者の居所の不明など用地取得に伴う課題を抱える岩手県釜石市内の防潮堤事業をモデルケー
スとして選定し、復興庁、法務省、国交省による連携チームにおいて、用地取得の迅速化に取り
組んできたところ、その成果等をとりまとめたものです。 
 この中で主な成果として下記のような内容が挙げられています。 
１．所有者が不明の土地への対応（土地収用制度） 
 →事前準備による、事業認定申請書類作成の迅速化 
 →「住宅再建・復興まちづくりの加速化措置（第 2弾）」公表による、各種手続簡素化 
 →土地収用法に基づく説明会開催の前倒し 
 →事業認定告示後、速やかな収用裁決の申請 
２．所有者の居所が不明の土地への対応（財産管理制度） 
 →震災を原因とする所在不明の場合の手続簡素化、家庭裁判所の態勢整備、相談窓口の周知 
 →相続財産管理人制度及び不在者財産管理人制度の活用 
３．相続人多数の土地等への対応（権利者調査の外注促進） 
 →国土交通省から県に外注ノウハウ（仕様書・積算基準）等を提供 



４．土地の境界への対応（実務対応） 
 →県が権利者に説明の上、法務局に滅失登記を申請予定 
５．浸水地の測量（実務対応） 
 →法務局登記官が浸水地を現地確認。一定の要件の下、分筆の登記嘱託がされたときは登記 
  できる運用を法務局・地方法務局に周知 
６．浸水地の土地評価（実務対応） 
 →国交省から情報提供。県が県不動産鑑定士協会と連携して対応 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
３．「住まいの復興工程表」が掲載 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 復興庁は４月２６日（木）に「住まいの復興工程表」（平成２５年３月末現在）をホームページ
に掲載しました。 
 http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_201.html 
  
 「住まいの復興工程表」とは、市町村のそれぞれの地区における住宅関係事業（土地区画整理
事業、防災集団移転促進事業、漁業集落防災機能強化事業、災害公営住宅整備事業）の進捗状況
と供給見込みを表示したもので、被災者の方々に対し生活再建に向けた見通しを提示するととも
に、各地区の実情に応じて事業のスピードアップを図ることを目的としたものです。 
 県別の供給進捗率及び面整備事業による整備時期が確定した民間住宅等用宅地の割合は以下の
とおりです。 
 
○民間住宅等用宅地供給進捗率(平成２５年度) 
・岩手県…１１％ 
・宮城県…５％ 
・福島県…原子力災害により計画戸数等が未確定のため不詳 
○災害公営住宅供給進捗率(平成２５年度) 
・岩手県…１５％ 
・宮城県…１５％ 
・福島県…原子力災害により計画戸数等が未確定のため不詳 
○整備時期が確定した民間住宅等用宅地 
・岩手県…８９.６％ 
・宮城県…７２.６％ 
・福島県…９３.７％ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
４．全国市長会が「東日本大震災に係る被災市町村に対する職員の派遣決定状況について」を 
  公表 
--------------------------------------------------------------------------------------  
 全国市長会は４月２４日(水)に「東日本大震災に係る被災市町村に対する職員の派遣決定状況
について」（平成２５年４月１日現在）を公表しました。 
 http://www.mayors.or.jp/p_saigaihonbu/2013/04/250424hakenjoukyou.php 
  
 全国市長会と全国町村会、総務省及び被災県の協力による、東日本大震災に係る被災市町村に
対する職員の派遣状況（平成２５年４月１日時点）は、県別では以下のとおりで、前年と比較し
て岩手県及び宮城県では増加、福島県及び千葉県では減少となっています。 
 
○平成２５年度中長期的派遣（増減率） 
・岩手県…１２５人（＋４８.８％） 
・宮城県…３０９人（＋１５.７％） 
・福島県… ７８人（－２５.７％） 
・千葉県…  ０人（－１００％） 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
５．福島県が「平成２３年度  福島県県民経済計算(早期推計)」を公表 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 福島県は４月２６日(木)に「平成２３年度福島県県民経済計算(早期推計)」を公表しました。 
http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLA
Y_ID=U000004&CONTENTS_ID=17613 
 
 



 平成２３年度の国内の経済成長率は、名目で△１.４％と２年ぶりのマイナス、実質で０.３％
と２年連続のプラスとなりました。 
 これに対して福島県は、大震災の被害及び原子力発電所事故に伴う避難指示により多大な影響
を受けたことから、電気・ガス・水道業を筆頭に、製造業や農林水産業など多くの産業で総生産
が大幅に減少しています。 
 県内の経済成長率は、名目で△９.８％、実質で△９.０％とそれぞれ２年ぶりのマイナスとな
り、名目、実質ともに過去最大の減少幅となっています。 
 １人当たり県民所得は２４１万円と２年ぶりに前年度の水準を下回り、国を１００とした所得
水準は８８.８と前年度を５.２ポイント下回りました。 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
６．不動産鑑定評価の基礎知識（連載） 第５回 「不動産鑑定評価書」 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 前回は「不動産鑑定評価基準」についてご説明しましたが、今回は「不動産鑑定評価書」につ
いてご説明いたします。 
 
（１）鑑定評価報告書と鑑定評価書の関係性 
 鑑定評価報告書は、前回ご説明した不動産鑑定評価基準の手順に基づいて作成されるものです。
それは、不動産鑑定士が鑑定評価の成果を記載した文書で、鑑定評価の基本的事項、鑑定評価額、
同決定の事由を記述して、自らの判断と意見とを表明し、その責任を明らかにすることを目的と
するものです。 
 一方、鑑定評価書も同様に、鑑定評価の成果を記載した文書ですが、これは、不動産の鑑定評
価に関する法律第３９条に基づき、不動産鑑定業者から依頼者に対して交付される文書で、鑑定
評価額その他国土交通省令で定める事項が記載されたものです。 
 すなわち、鑑定評価報告書は、鑑定評価を行った不動産鑑定士がその成果を自らの属する不動
産鑑定業者に報告する文書で、当該業者が不動産鑑定業者が依頼者に発行する鑑定評価書の実質
的な内容となるものです。 
 
（２）不動産の鑑定評価に関する法律における鑑定評価書 
 不動産の鑑定評価に関する法律においては、『不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、
鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。』
とされており、『鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表
示して署名押印しなければならない。』とされています。また、同法施行令においては、上記 
の国土交通省で定める事項として、以下の項目が挙げられています。 
○その不動産の鑑定評価の対象となった土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利 
 （以下「対象不動産等」という。）の表示 
○依頼目的その他その不動産の鑑定評価の条件となった事項 
○対象不動産等について、鑑定法価額の決定の基準とした年月日及びその不動産の鑑定評価を 
 行った年月日 
○鑑定評価額の決定の理由の要旨 
○その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士の対象不動産等に関する利害関係又は対象不動 
 産等に関し利害関係を有するものとの縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内容 
 
 なお、実際の鑑定評価書においては、以下に述べるより具体的な項目（鑑定評価報告書と同様
の記載）がなされることとなります。 
 
（３）鑑定評価報告書における記載事項 
１.「基準総論」による鑑定評価報告書の記載事項 
○鑑定評価額及び価格又は賃料の種類  
○鑑定評価の条件  
○対象不動産の所在、地番、地目、家屋番号、構造、用途、数量等及び対象不動産に係る権利の 
 種類 
○鑑定評価の依頼目的及び条件と価格又は賃料の種類との関連  
○価格時点及び鑑定評価を行った年月日ならびに実査日  
○鑑定評価額の決定の理由の要旨 
○鑑定評価上の不明事項に係る取扱い及び調査の範囲  
○関与不動産鑑定士又は関与不動産鑑定業者に係る利害関係等 
○関与不動産鑑定士の氏名 
○依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先の氏名又は名称 
 
２.「基準各論第３章」による鑑定評価報告書の記載事項 
○基準各論第３章を適用した鑑定評価報告書であること  
○確認事項の記録 



○証券化対象不動産の鑑定評価の依頼目的及び依頼が必要となった背景等並びに依頼者と証券化 
 関係者との関係に関する事項  
○実地調査に関する事項  
○エンジニアリング・レポートの取扱いと不動産鑑定士が行う調査に関する事項 
○ＤＣＦ法の適用過程等の明確化及び収益費用項目の統一等に関する事項 
 
 次回５月２２日(水)に配信予定のメルマガ No.２６では、「不動産鑑定評価に対する多様なニー
ズ」についてご説明いたします。 
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